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第１０ 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 

 

１ 主な構成（第 10－1 図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 10－1 図】 

 

２ 住戸用自動火災報知設備 

住戸用自動火災報知設備は、省令 40 号第 3 条第 3 項第 4 号及び 19 号告示第３の規定によるほか、次によること。 

 

⑴ 警戒区域 

警戒区域は、省令 40 号第 3 条第 3 項第 4 号イ及びロ並びに 19 号告示第３第 1 号の規定によるほか、次によるこ

と。 

ア 警戒区域の面積の算出 

警戒区域の面積の算出は、第９共同住宅用自動火災報知設備２⑴を準用すること。 

イ 警戒区域の設定 

警戒区域の設定は、第９共同住宅用自動火災報知設備２⑵ウを準用すること。 

 

⑵ 住戸用受信機 

住戸用受信機は、19 号告示第３第 5 号の規定によるほか、次によること。 

ア 主な構成例（第 10－2 図参照） 

 

   （住戸等に設ける場合）○中継器を内蔵した戸外表示器の場合  （共用部分に設ける場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 10－2 図】 

 

備考：表示灯、警報装置（※）は、各 15 個以下 

備考：補助音響装置は、音声警報を補完する等、居住者又は在館者に対して有効に火災の発生を報知するため、 

必要に応じて設ける。 
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イ 設置場所 

設置場所は、19 号告示第３第 5 号⑴の規定によるほか、19 号告示第３第 5 号⑵の規定により「住戸等及び共用

部分で床面積が 150 ㎡を超えるものに設けないこと」とされているが、床面積 150 ㎡を超える住戸等及び共用部

分に補助音響装置（住戸、共用室又は管理人室にいる者に対し、有効に音声警報を伝達するために、住戸用受信

機から発せられた火災信号を受信し、補助的に音声警報を発する装置をいう。以下この項において同じ。）を設

置し、音声警報を補完する等、居住者又は在館者に対して有効に火災の発生を報知することができるよう措置を

講じた場合は、共同住宅用受信機を設けることができる。（第 10－3 図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 10－3 図】 

 

ウ 機器 

機器は、19号告示第３第5号において準用する省令第 24条第 2号イ及びロの規定によるほか、第９共同住宅用

自動火災報知設備３⑶を準用すること。 

エ 常用電源 

常用電源は、19 号告示第３第 6 号の規定によるほか、第９共同住宅用自動火災報知設備３⑷（イを除く。）を

準用すること。 

 

⑶ 感知器 

感知器は、省令 40 号第 3 条第 3 項第 4 号ハ及び 19 号告示第３第 2 号の規定によるほか、第９共同住宅用自動火

災報知設備５（⑵を除く。）を準用すること。 

 

⑷ 中継器 

中継器は、第９共同住宅用自動火災報知設備６（⑷及び⑸を除く。）を準用すること。 

 

⑸ 音声警報装置 

音声警報装置（補助音響装置の音声警報を含む。）は、19号告示第３第 7 号の規定によるほか、次によること。 

ア 住戸用受信機の主音響装置が、19 号告示第３第 7 号⑶に適合するものである場合、当該住戸等及び共用部分に

設ける音声警報装置に該当するものであること。 

イ 音声警報装置は、音圧の音響効果を妨げる障害物のない位置に設けること。 

ウ 19 号告示第３第 7 号⑵の規定する「有効に音声警報又は音響警報が伝わらないおそれのある部分」とは、メゾ

ネット型住戸等や床面積が 150 ㎡を超える住戸等及び共用部分をいう。 

したがって、当該部分に補助音響装置を設置する必要があること。● 

エ 音声警報音のメッセージは、次の例又はこれに準ずるものとすること。● 

「火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ避難してください。」（男声） 

オ 音声警報装置の機能は、第 10－4 図の例によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 10－4 図】 
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カ 19 号告示第３第 7 号⑷に規定する音声警報を発する区域は、第 10－1 表の区分によること。 

 

【第 10－1 表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 音響警報装置 

音響警報装置は、19 号告示第３第 8 号の規定によるほか、次によること。 

ア 音響警報装置は、音圧の音響効果を妨げる障害物のない位置に設けること。 

イ 音響警報装置は、19 号告示第３第 8 号の規定において前第 7 号規定する「有効に音声警報又は音響警報が伝わ

らないおそれのある部分」は、前⑸ウを準用すること。 

ウ 音響警報音のシグナルは、非常警報設備告示第４第 3 号⑵の規定によるほか、次の例又はこれに準ずるものと

すること。 

第１シグナル（ピンポン、ピンポン、ピンポン） 

   ＋ 

第２シグナル（ビューッ、ビューッ、ビューッ（スイープ音）） 

（以降繰り返し。ただし、住戸用受信機に予備電源を設置した場合は、10 分間以上の繰り返し。） 

 

⑺ 配線 

配線は、19号告示第３第 4号の規定において準用する省令第 24第 1号（チを除く。）及び第5号の 2ハの規定に

よるほか、電源から住戸用受信機までの配線並びに住戸用受信機から戸外表示器及び補助音響装置までの配線は、

次によること。（第 10－5 図参照） 

ア 電源から住戸用受信機までの配線 

耐火配線を使用すること。▲ 

イ 住戸用受信機から戸外表示器及び補助音響装置までの配線 

耐熱配線を使用すること。 

 

 

 

 

 

 

【第 10－5 図】 

 

⑻ 戸外表示器 

戸外表示器は、19号告示第３第9号及び20号告示の規定によるほか、第９共同住宅用自動火災報知設備９を準用

すること。 

 

３ 共同住宅用非常警報設備 

共同住宅用非常警報設備は、省令 40 号第 3 条第 3 項第 4 号ホ及びヘ並びに 19 号告示第４の規定によるほか、次に

よること。 
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⑴ 主な構成（第 10－6 図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 10－6 図】 

 

⑵ 設置場所 

省令 40 号第 3 条第 3 項第 4 号ホに規定する「直接外気に開放されていない共用部分」は、常時外気に開放されて

いる部分から 5ｍ以上離れた部分が該当するものであること。 

 

⑶ 機器 

ア 共同住宅用非常警報設備は、非常警報告示に適合するもの又は認定品のものとすること。● 

イ 次に掲げる場所に起動装置を設ける場合は、防爆型、防食型、防雨型又は適当な防護措置を施すこと。 

(ｱ) 腐食性ガス等の発生するおそれのある場所 

(ｲ) 可燃性ガス、粉じん等が滞留するおそれのある場所 

(ｳ) 開放型の廊下等で雨水等が浸入するおそれのある場所 

 

⑷ 起動装置 

起動装置は、19 号告示第４第 2 号によるほか、次によること。 

ア 操作上支障となる障害物がない箇所に設けること。 

イ 19 号告示第４第 2 号に規定する「各階ごとに、階段付近に設けること」とは、階段から 5ｍ以内の廊下又は踊

場の位置をいうものであること。 

ウ 階段室型特定共同住宅等が傾斜地に存すること等の理由により、地階が避難階となり、当該階に住戸等が存す

る場合は、当該階及び当該階から上方に数えた階数 3 以内ごとに設けること。（第 10－7 図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 10－7 図】 

 

⑸ 音響装置 

音響装置は、19 号告示第４第 1 号によるほか、次によること。 

ア 音響効果を妨げる障害物がある場所には設けないこと。 

イ 障害を受けるおそれのある場所には設けないこと。 

ウ 19 号告示第４第 1 号⑶に「廊下の各部分から一の音響装置までの水平距離 25ｍ以下となるように設けること」

と規定されていることから、住戸等の部分は含まれないものであること。（第 10－8 図参照） 
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【第 10－8 図】 

 

エ 階段室型特定共同住宅等にあっては、19 号告示第４第 1 号⑷の規定によるほか、階段室型特定共同住宅等が傾

斜地に存すること等の理由により、地階が避難階となり、当該階に住戸等が存する場合は、当該階及び当該階か

ら上方に数えた階数 3 以内ごとに設けること。 

 

⑹ 表示灯 

表示灯は、19号告示第４第 2号において準用する省令第 25条の 2第 2項第 2号の 2ニの規定によるほか、第４章

第１４非常警報設備１⑹を準用すること。 

 

⑺ 操作部 

操作部は、19 号告示第４第 3号の規定によるほか、次によること。 

ア 第４章第１４非常警報設備１⑺（ア(ｱ)を除く。）を準用すること。 

イ 19 号告示第４第 3 号⑴に規定する「点検に便利で、かつ、雨水等のかかるおそれの少ない場所に設けること」

は、第９共同住宅用自動火災報知設備９⑴を準用すること。 

 

⑻ 非常電源、配線等 

非常電源及び配線等は、第 19 号告示第４第 4 号及び第 5 号において準用する省令第 25 条の 2 第 2 項第 4 号及び

第 5 号の規定によるほか、第４章第１４非常警報設備１⑼を準用すること。 

 

４ 政令第 21 条に規定する自動火災報知設備による代替設置 

政令第 21 条に規定する自動火災報知設備を次に適合するように設けた場合、共用部分及び住戸以外の住戸等の住戸

用受信機並びに共同住宅用非常警報を設けないことができる。 

 

⑴ 住戸用自動火災報知設備の感知器は、住戸用受信機に接続することとされているが、直接外気に開放されていな

い共用部分及び住戸以外の住戸等に設ける感知器について、防災センター等に政令第 21 条に規定する自動火災報知

設備の受信機を設置し、当該感知器を接続した場合 

 

⑵ 直接外気に開放されていない共用部分以外の共用部分に、政令第 21 条に規定する自動火災報知設備の発信機、地

区音響装置及び表示灯を 19 号告示第４の規定に準じて設置した場合 

 

５ 住戸利用施設 

省令第 40 号第 2 条の規定により、特定共同住宅等に住戸利用施設が入居する場合は、次によること。 

 

⑴ 省令 40 号第 3 条第 3 項第 4 号ニに規定する「当該住戸利用施設の関係者等に、自動的に、かつ、有効に報知でき

る装置」とは、第９共同住宅用自動火災報知設備１１⑴を準用すること。 

 

⑵ 住戸利用施設の全ての居室には、省令第 23 条第 4 項第 1 号ニに掲げる場所を除き、煙感知器が設置されているこ

と。▲ 


